




組織規程の⾒直しにおける検討事項（投資委員会の議決結果の取扱い）

対応（規定）案 論点

Ａ－１案

○ 理事長に対して、投資委員会の議決結果に
対する尊重義務規定を設ける。

第●条 投資委員会が議事を議決した場合、理事長
はその議決を尊重しなければならない。

○ 仮に理事長が投資委員会の議決結果を尊重しない場合、理事長が説
明責任を負うことになる。

○ 投資委員会において課題が生じれば、理事長は四半期ごとの経営委
員会報告において説明するとともに、投資委員会に出席する常勤監査委
員から要請があれば、理事長は経営委員会において説明することになる。

○ その上で更に、理事長が、正当な理由なく投資委員会の議決結果を尊
重しない恐れがある場合に経営委員会が関与するための手当が必要か。

Ａ－２案

○ 理事長に対して、投資委員会の議決結果に
対する尊重義務規定を設ける。

【Ａ－１案と同じ】

第●条 投資委員会が議事を議決した場合、理事長
はその議決を尊重しなければならない。

○ 理事長が、投資委員会の議決結果に反する
行為を行った又は行う恐れがある場合、監査委
員への通報義務を全役職員に課す旨の規定を
他に設ける。（例えば、内部統制の基本方針に
明記）。

○ 仮に理事長が投資委員会の議決結果を尊重しない場合、理事長が説
明責任を負うことになる。

○ 投資委員会において課題が生じれば、理事長は四半期ごとの経営委
員会報告において説明するとともに、投資委員会に出席する常勤監査委
員から要請があれば、理事長は経営委員会において説明することになる。

【Ａ－１案と同じ】

○ その上で更に、理事長が、正当な理由なく投資委員会の議決結果を尊
重しない恐れがある場合に確実に経営委員会が関与することが可能に
なるのではないか。

【通報の流れ】
役職員→監査委員へ直ちに通報→経営委員長に報告→
経営委員会を緊急招集→経営委員会が理事長から弁明を聴取→
理事長に対する議決結果の尊重勧告→大臣に対する理事長の解任要求

前回の経営委員会において、組織規程の見直しに関して、投資委員会における議決結果に理事長が拘束される
ことの是非が議論されたことを踏まえた対応案は以下のとおり。
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《議決結果に関する尊重義務規定を設ける場合》



組織規程の⾒直しにおける検討事項（投資委員会の議決結果の取扱い）

対応（規定）案 論点

Ｂ－１案

○ 理事長に対して、投資委員会の議決結果
に対する拘束義務規定を設ける。

第▲条 投資委員会が議事を議決した場合、理事
長はその議決に従わなければならない。

○ ①理事長と他の意思決定機関の権限の配分は法律に明示的に規定しな
ければならず、法律上の根拠がない投資委員会の議決結果に理事長の意思
決定が拘束されることは、理事長の法律に基づく法人全体の業務執行権との
関係で疑義がある、②理事長の業務執行権濫用を監視・監督するのは、経営
委員会（監査委員会）の責務及び権限であるというのが、今回のガバナンス
改革の趣旨であり、これらに関する法律の規定に基づいて理事長の業務執
行の適正性を確保するというのが厚生労働省の見解。

○ 一方、ＧＰＩＦ法第７条の規定により、法律上根拠がない投資委員会であっ
ても、経営委員会が定めることにより、理事長の業務執行権を縛ることができ
るという意見がある。

（ＧＰＩＦ法第７条第１項 理事長は、管理運用法人を代表し、通則法第19条第１項の
規定にかかわらず、経営委員会の定めるところに従い、その業務を総理する。）

○ 理事長の反対にもかかわらず、両理事の賛成により議決した投資判断を
遂行した結果、大きな損害が発生するなどの問題が生じた場合、理事長の責
任をどう考えるか。

Ｂ－２案

○ 理事長に対して、投資委員会の議決結果
に対する拘束義務規定を設ける。

【Ｂ－１案と同じ】

○ また、投資委員会の議決は、理事長を含
む過半数委員の賛否によって決する旨の規
定を設ける。

第▲条 投資委員会が議事を議決した場合、理事
長はその議決に従わなければならない。ただし、当
該議決については、理事長を含む過半数をもって
決するものとする。

○ 拘束義務規定を設けることについての論点は、Ｂ－１案と同じ。

○ 理事長と両理事の間で賛否が分かれた場合は、「理事長を含む過半数で
決する」ことがないため、投資委員会としての結論がいつまでも得られない。

※いずれの案においても、投資委員会の議決権を有する委員は、理事長及び両理事の３名（Ｂ－１案又はＢ－２案を採用する場合は、これを組織規程に明記） 4

《議決結果に関する拘束義務規定を設ける場合》



ＣＩＯ設置等の経緯

期日 事象

平成26年12月22日

「日本再興戦略」（平成26年6月24日閣議決定）及び基本ポートフォリオの見直しに際しての運用委員会の建議
（平成26年10月23日）において、専門人材の強化が求められたことを踏まえ、資金運用業務の責任者であるＣＩＯ
（最高投資責任者）を設置すべく組織規程を改正（平成27年1月1日施行）した。

《組織規程（抜粋）》

平成27年1月5日 水野氏を理事に併せてＣＩＯ（最高投資責任者）に任命

平成27年5月7日

「独立行政法人に係る改革を推進するための厚生労働省関係法律の整備等に関する法律」が公布され、ＧＰＩＦ
法の改正により、管理運用業務を担当する理事を置くこととされた。これに伴い、水野氏を理事（管理運用業務
担当）に任命した（ＣＩＯは既に任命済み。）。

《年金積立金管理運用独立行政法人法（抜粋）》

改正後 改正前

（ＣＩＯ（最高投資責任者））

第２条の２ 管理運用法人に、ＣＩＯ（最高投資責任者）を置く
ことができる。

２ ＣＩＯ（最高投資責任者）は、命を受けて、管理運用法人
における年金積立金の運用を統括する。

（新設）

改正後 改正前

（役員）

第６条 管理運用法人に、役員として、その長である理事長
及び監事二人を置く。
２ 管理運用法人に、役員として、第18条第１号に掲げる業

務（以下「管理運用業務」という。）を担当する理事一人を置
く。

３ 管理運用法人に、前項に規定する理事のほか、役員とし
て、理事一人を置くことができる。

（役員）

第６条 管理運用法人に、役員として、その長である理事長
及び監事二人を置く。
（新設）

２ 管理運用法人に、役員として、理事一人を置くことができ
る。
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